
平成２１年度介護報酬改定に係 るＱ＆Ａ
                         神奈川県高齢福祉課

サービス名 区　分 質　問 回　答

共通 契約
４月の介護報酬改正に伴うサービス利用料
金の変更について、料金表を記載した通知を
送り、理解を得ることでよいか。

利用料金については、契約締結に際し
ての重要事項ですので、利用者または
その家族に対し説明を行い、同意を得る
必要があります。その手段については、
改訂後の重要事項説明書を作成し、利
用者への説明・同意を得た上で交付す
ることが望ましいと考えますが、少なくと
も、料金変更部分に関する同意書など、
利用者の同意が確認できるようにしてお
くことが必要と考えます。

共通 運営規程
４月の改正で報酬や加算が変わるが、運営
規程（料金表）の変更を県に届け出なければ
ならないか。

制度改正に伴う単位の変更のみであれ
ば、届出は不要です。

共通 加算
「認知症高齢者の日常生活自立度」は誰が
判断するのか。

医師の判定結果又は主治医意見書を
用いることになります。複数の医師の判
定結果がある場合にあっては、最も新し
い判定を用います。医師の判定がない
場合は、「認定調査票」の「認定調査票
（基本調査）」９の「認知症高齢者の日常
生活自立度」欄の記載を用いることにな
ります。

共通
サービス
提供体制
強化加算

サービス提供体制強化加算における職員の
割合の算出について、実人員、常勤換算後
の人員、どちらで考えるのか。

職員の割合の算出にあたっては、常勤
換算方法により算出した前年度（三月を
除く）の平均を用います。ただし、平成２
１年度の１年間については、届出日の属
する直近3ヶ月の平均になります。

共通
サービス
提供体制
強化加算

サービス提供体制強化加算における勤続年
数の要件について、当該施設で３年以上勤
務していなければ認められないのか。同一法
人内で職員の異動があった場合の取り扱い
は。

勤続年数の算定に当たっては。当該事
業所における勤続年数に加え、同一法
人の経営する他の介護サービス事業所
、病院、社会福祉施設等においてサー
ビスを利用者に直接提供する職員とし
て勤務した年数を含めることが可能です
。

共通
サービス
提供体制
強化加算

サービス提供体制強化加算における勤続年
数の考え方は。

各月の前月の末日時点における勤続年
数をいうものであり、具体的には、平成
２１年４月における勤続年数が３年以上
のものとは、平成２１年３月３１日時点で
勤続年数が３年以上であるものを言い
ます。

共通
サービス
提供体制
強化加算

サービス提供体制強化加算における介護福
祉士の割合について、介護職員以外の生活
相談員等も計算に含めることができるのか。

介護職員のみで計算するものと考えま
す。



共通
サービス
提供体制
強化加算

サービス提供体制強化加算について、平成２
１年４月１日から算定する場合の直近３ヶ月と
はいつか。　

平成２１年３月中に届出を行う場合は平
成２０年１２月から平成２１年２月、平成
２１年４月１日に届出を行う場合（短期入
所、特定施設、介護保険施設に限る）は
平成２１年１月から平成２１年３月です。
届出を行った月以降においても、直近三
月間の職員の割合につき、毎月継続的
に所定の割合を維持する必要があり、
所定の割合を下回った場合は加算の取
り下げを行う必要があります。

共通
中山間地
域等

神奈川県において、山村振興法による振興山
村に該当する地域は。

清川村（宮ヶ瀬、煤ヶ谷）、山北町（三保
、共和、清水）、相模原市津久井町（鳥
屋、青根）、相模原市藤野町（牧野）です
。

共通
中山間地
域等

神奈川県において、特定農村地域に係る法
律による特定農村地域は。

山北町、湯河原町、清川村、相模原市
津久井町、相模原市藤野町、南足柄市
（旧北足柄村＝内山、矢倉沢）、大井町
（旧相和村＝赤田、高尾、柳、篠窪）、松
田町（旧寄村、旧松田町＝松田町全域）
です。

共通
サービス
提供体制
強化加算

当該加算（Ⅰ）の介護福祉士として認められ
る時点は、試験に合格した日からか。

各月の前月の末日時点で資格を取得し
ている者となります。

居支
居宅介護
支援費の
算定

居宅介護支援費（Ⅱ）、（Ⅲ）の４０件以上の
ケアプランは事業所が任意に決定してよいの
か。

利用者の契約が古いものから順に、１件
目から３９件目（常勤換算方法で１を超
える数の介護支援専門員がいる場合に
あっては、４０にその数を乗じた数から１
を減じた件数まで）については、居宅介
護支援費（Ⅰ）を算定し、４０件目（常勤
換算方法で１を超える数の介護支援専
門員がいる場合にあっては、４０にその
数を乗じた件数）以降については、取り
扱い件数に応じ、それぞれ居宅介護支
援費（Ⅱ）又は（Ⅲ）を算定します。

居支
特定事業
所加算
（Ⅱ）

特定事業所加算（Ⅱ）における主任介護支援
専門員等の「等」の範囲については。

平成２１年度中に主任介護支援専門員
研修過程を受講し、かつ必ず修了する
見込みがあるものです。

居支
特定事業
所加算
（Ⅱ）

特定事業所加算（Ⅱ）における２人以上の常
勤専従の介護支援専門員について、主任介
護支援専門員が常勤専従の場合、常勤専従
の介護支援専門員としてカウントしてよいか。
（常勤専従介護支援専門員１＋常勤専従主
任介護支援専門員１で要件を満たすか）

常勤専従の介護支援専門員２名とは別
に、主任介護支援専門員等を置く必要
があります。したがって、常勤専従の主
任介護支援専門員等及び常勤専従の
介護支援専門員２名の合計３名を配置
する必要があります。

居支
医療連携
加算

医療連携加算において、「必要な情報を提供
する」とあるが、具体的にどのような情報を提
供するのか。

必要な情報とは、具体的には、当該利
用者の心身の状況、生活環境及びサー
ビスの利用状況を言います。



居支
退院・退
所加算

退院・退所加算について、初回加算Ⅱ同様、
前回算定から６月以上経過していることが要
件となるのか。また、初回加算の要件を満た
していることが算定要件になるのか。

なりません。

居支
独居高齢
者加算

独居高齢者加算における「独居」の定義は。

利用者から介護支援専門員に対し、単
身で居住している旨の申し立てがあった
場合であって、介護支援専門員が利用
者の同意を得て、当該利用者が住民票
上でも単独世帯であることの確認を行っ
ている場合に算定できます。住民票によ
る確認を行うことについて、同意を得ら
れなかった場合又は、住民票において
単独世帯でなかった場合にであっても、
介護支援専門員のアセスメントにより利
用者が単身で居住していると認められる
場合は算定可能です。

居支
特定事業
所加算

特定事業所加算について、「介護予防支援に
係る業務の委託を受けていないこと」という要
件は削除されたのか。

当該要件は削除されました。

居支
介護予防
支援委託

介護予防支援にかかる居宅介護支援事業所
への委託件数について１人あたり８件以内と
いう要件は継続されるのか。

継続される予定です。

居支
特定事業
所加算

特定事業所加算における２４時間連絡体制
の確保とは具体的にはどのような体制か。

常時、担当者等が携帯電話等により連
絡を取ることができ、必要に応じて相談
に応じることができる体制です。当該事
業所の介護支援専門員が輪番制による
対応等も可能です。

居支
退院・退
所加算
（Ⅰ）

退院・退所加算（Ⅰ）について、ここで言う３０
日以下の入院又は入所に短期入所生活介
護、短期入所療養介護は含まれるか。

含まれません。

居支
特定事業
所加算
（Ⅰ）

特定事業所加算（Ⅰ）における主任介護支援
専門員は他の業務を兼務できるか。

常勤専従の主任介護支援専門員につい
ては、当該居宅介護支援事業所の業務
に支障がない場合は、同一敷地内にあ
る他の事業所の職務を兼務しても差し
支えありません。

居支
特定事業
所加算

主任介護支援専門員は常勤でなければなら
ないのか。

原則、常勤専従である必要があります。



居支
特定事業
所加算
（Ⅰ）

特定事業所加算（Ⅰ）における３人以上の常
勤専従の介護支援専門員について、主任介
護支援専門員が常勤専従の場合、常勤専従
の介護支援専門員としてカウントしてよいか。
（常勤専従介護支援専門員２＋常勤専従主
任介護支援専門員１で要件を満たすか）

常勤専従の介護支援専門員３名とは別
に、主任介護支援専門員等を置く必要
があります。したがって、常勤専従の主
任介護支援専門員等及び常勤専従の
介護支援専門員３名の合計４を配置す
る必要があります。

訪介

３級ヘル
パーによ
るサービ
ス

３級ヘルパーに対する通知方法は文書によ
るものでなければならないか。様式は示され
るのか。

3級ヘルパーに対して行う「通知」は必ず
しも書面である必要はなく、電子メール
等によることでも差し支えありません。た
だし、通知内容及び通知を行った事実に
ついて記録を行わなければなりません。
当該通知は単に事業所に掲示するもの
では足りず、該当するすべての３級ヘル
パーに対し個別に行う必要があります。

訪介
特定事業
所加算

特定事業所加算における緊急時における対
応について、重要事項説明書に記載されて
いれば、この交付をもって利用者に明示した
ことになるのか。

緊急時における対応方法の「明示」につ
いては、当該事業所における緊急時等
の対応方針、緊急時の連絡先及び対応
可能時間等を記載した文書を利用者に
交付し、説明を行う必要があります。な
お、交付すべき文書については、重要事
項説明書等に当該内容を明記すること
でも構いません。

訪介
緊急時訪
問介護加
算

緊急時訪問介護加算における「緊急に行った
場合」とは。

「緊急に行った場合」とは、居宅サービス
計画に位置づけられていない訪問介護
（身体介護が中心のものに限る）を利用
者又はその家族等から要請を受けてか
ら２４時間以内に行った場合を言います
。

訪介
緊急時訪
問介護加
算

緊急時訪問介護加算について、介護支援専
門員が認めたときとあるが、介護支援専門員
と連絡がとれなかった場合の取り扱いは。

やむを得ない事由により、介護支援専
門員と事前の連携が図れない場合に、
事後に介護支援専門員によって、当該
訪問が必要であったと判断された場合
には、加算の算定は可能です。

通介
個別機能
訓練加算
Ⅱ

個別機能訓練加算Ⅱにおいて必要とされて
いる常勤専従の機能訓練指導員である看護
職員が人員基準上必要とされている看護職
員を兼務することが可能か。

通所介護事業所の看護職員が当該加
算に係る機能訓練指導員の職務に従事
する場合には、当該職務の時間は、通
所介護事業所の看護職員としての人員
基準には含められません。

通介
個別機能
訓練加算

個別機能訓練加算（Ⅰ）と（Ⅱ）の違いは。

個別機能訓練加算（Ⅱ）はサービス提供
時間帯を通じて専従する常勤の機能訓
練指導員を配置する必要があり、また、
複数の種類の機能訓練の項目を準備し
、利用者の心身の状況に応じた機能訓
練を行う必要があります。



通介、短生
、老福

サービス
提供体制
強化加算

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）における勤
続年数の要件について、直接提供する職員
の範囲は。

生活相談員、看護職員、介護職員又は
機能訓練指導員です。

通リハ
サービス
提供体制
強化加算

サービス提供体制強化加算における勤続年
数の要件について、直接提供する職員の範
囲は。

理学療法士、作業療法士若しくは言語
聴覚士、看護職員又は介護職員です。

通リハ

リハビリ
テーショ
ンマネジ
メント加
算

リハビリテーションマネジメント加算における
月８回の要件を満たさない場合は、個別リハ
ビリテーション実施加算を算定できないのか
。

指定通所リハビリテーションの利用を終
了する日の属する月、又は高次脳機能
障害、先天性又は進行性の神経・筋疾
患を有するものであって、効果的なリハ
ビリテーションの提供が可能であると判
断された場合にはリハビリテーションマ
ネジメント加算を算定できない場合であ
っても、個別リハビリテーション実施加算
を算定可能です。

通リハ 人員基準
老健、病院における通所リハビリについて、
単位ごとによる利用定員の上限（２０名まで）
はなくなるのか。

単位ごとによる利用定員の上限（２０名）
はなくなります。

通リハ 人員基準
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に
ついて、単位ごとに常勤換算で０．２以上確
保するという基準は変更になったのか。

専らリハビリテーションの提供にあたる
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚
士が利用者が１００人又はその端数を増
すごとに１以上（常勤換算で１以上では
ありません）の配置という基準に変更に
なりました。リハビリテーションの提供を
行う時間帯（サービス提供時間帯とイコ
ールではありません）は理学療法士、作
業療法士又は言語聴覚士を配置する必
要があります。

通リハ
事業所規
模

平均利用延人員数の計算について、１時間
以上２時間未満の報酬を算定している利用
者はどのように数えるのか。

利用者数に１／４を乗じて得た数を用い
ます。

特定
医療機関
連携加算

協力医療機関等への情報提供について、書
面で行わなければならないのか。

協力医療機関等への情報提供について
は、面談によるほか、文書（ＦＡＸを含
む）又は電子メールにより行うことも可能
ですが、協力医療機関等の医師から、
署名あるいはそれに代わる方法により
受領の確認を得る必要があります。



特定
障害者等
支援加算

「知的障害又は精神障害を有する者」とは。

「養育手帳制度について」第五の２の規
定による療育手帳の交付を受けた者、
精神保健福祉及び精神障害者福祉に
関する法律第四十五条第二項の規定に
より精神障害者保健福祉手帳の交付を
受けた者、医師により前記の者と同等の
症状を有すると診断された者です。

老福

看護体制
加算、夜
勤職員配
置加算

看護体制加算及び夜勤職員配置加算につい
て、入所定員により単位数が異なるが、入所
定員とは併設ショートの定員を加えるのか。

介護老人福祉施設の定員で判断するも
のと考えます。

老福
日常生活
継続支援
加算

日常生活継続支援加算における重度者等の
割合の計算方法は。

届出日前三月間のそれぞれの末日時
点の割合の平均で算出します。届出を
行った月以降も毎月において直近三月
間の割合が所定の割合以上である必要
があります。

老福
日常生活
継続支援
加算

日常生活継続支援加算における介護福祉士
の割合の計算方法は。

届出日前三月間における員数の平均を
常勤換算を用いて算出します。届出を行
った月以降も毎月において直近三月間
の介護福祉士の員数が必要な員数を満
たしていることが必要です。

老福、短生
看護体制
加算

看護体制加算ⅠとⅡ基準を満たしていれば
両加算とも算定可能か。

同時に算定可能です。

老福、短生
看護体制
加算

看護体制加算の入所者数は併設ショートの
利用者数と合算するのか。

併設ショートとは別に必要な数の看護職
員を配置し、本体施設、併設ショートそ
れぞれの入所（利用）者数に対し配置を
行うことになります。

老福、短生
夜勤職員
配置加算

夜勤職員配置加算について、本体施設、併
設ショートがある場合、本体施設の入所者数
と併設ショートの利用者数を合算した人数に
対して必要となる夜勤職員の数を１以上上回
っていれば、当該加算を算定できるのか。

貴見のとおりです。

老福、短生
看護体制
加算

看護体制加算（Ⅰ）について、介護老人福祉
施設と短期入所生活介護を兼務している常
勤の看護師の配置で、それぞれのサービス
において、当該加算を算定できるのか。

それぞれのサービスごとに１名以上の
常勤の看護師の配置が必要です。

老健
サービス
提供体制
強化加算

当該加算（Ⅲ）は、開設後３年を経過しない新
設の施設等は対象外となるのか。

同一法人の経営する他の介護サービス
事業所、病院、社会福祉施設等におい
てサービスを利用者に直接提供する職
員として勤務した年数を含めることが可
能なことから、開設後３年を経過しない
施設においても要件を満たすことで算定
は可能です。



老健

短期集中
リハビリ
テーショ
ン実施加
算

算定要件に変わりはないと言うことでよいか
。

国から提示されている算定要件では変
更はされていません。

老健
夜勤配置
加算

認知症ケア加算を算定している施設、一部ユ
ニット型介護老人保健施設における当該加
算の取扱いはどのようになるか。

認知症ケア加算を算定している施設及
び一部ユニット型介護老人保健施設に
おいては、認知症専門棟及びユニット部
分とそれ以外の部分のそれぞれで算定
要件にある夜勤を行う職員数を満たさな
ければなりません。

老健
ターミナ
ルケア加
算

医師、看護師、介護職員等共同して、入所者
又は家族等の求め等に応じ随時説明を行な
う場合、説明結果等の記録は必要か。また、
入所者又は家族等から求め等がない場合は
、説明は不要か。

本人又はその家族に対し随時説明を行
ない、口頭で同意を得た場合には、その
説明日時、内容等を記録するとともに、
同意を得た旨を記載しておくことが必要
です。また、本人が十分に判断できる状
態になく、かつ、家族に連絡しても来て
もらえないような場合でも、医師、看護
師、介護職等が入所者の状態等に応じ
て随時、入所者に対するターミナルケア
について相談し、共同してターミナルケ
アを行っていると認められる場合には、
算定可能ですが、　この場合には、適切
なターミナルケアが行われていることが
担保されるよう、職員間の相談日時、内
容等を記録するとともに本人の状態や、
家族と連絡を取ったにもかかわらず来て
もらえなかった旨を記載しておくことが必
要です。

老健
ターミナ
ルケア加
算

死亡月に算定とあるのは、前月分以前を含
めて死亡月にまとめて請求するということか、
または、死亡月に行なったターミナルケアの
みが対象になるということか。

当該加算は、死亡月にまとめて算定す
るため、死亡月前月に実施した当該加
算の対象となるターミナルケアを含めて
死亡月に請求することとなります。

老健
ターミナ
ルケア加
算

死亡日以前とは死亡日は含まないことか。 死亡日を含みます。

老健
ターミナ
ルケア加
算

施設サービス費（Ⅱ）（Ⅲ）を算定している場
合、「入所している施設又は、当該入所者の
居宅において死亡した場合に限る」とされて
いるが、施設サービス費（Ⅰ）の場合、加算の
対象とならないと解釈するのか。

施設サービス費（Ⅰ）を算定している場
合は、入所している施設又は、当該入所
者の居宅において死亡した場合に限ら
ないという意味です。

老健

認知症短
期集中リ
ハビリテ
ーション
実施加算

当該加算と短期集中リハビリテーション実施
加算の双方の算定要件を満たしている入所
者について、従来とおり双方の加算を算定し
てよいか。

貴見のとおりです。



老健

認知症短
期集中リ
ハビリテ
ーション
実施加算

当該加算は、記憶の訓練、日常生活活動等
を組み合わせたプログラムを週３日実施する
ことを標準とされているが、週３日以上の算
定も想定されているか。

週３日を限度に算定することになります
。

老健

認知症短
期集中リ
ハビリテ
ーション
実施加算

当該加算の対象となる認知症入所者の軽・
中、重度の判断は、認知症自立度判定基準
を用いて行なうものか。

当該加算の対象者については、精神科
医師若しくは神経内科医師又は認知症
に対するリハビリテーションに関する専
門的な研修を修了した医師により、認知
症の入所者であって生活機能の改善が
見込まれると判断されたものが対象とな
り、「軽度・中度・重度」等の認知症の程
度にかかわらず、認知症入所者に効果
的なリハビリテーションを実施することが
求められています。

老健

認知症短
期集中リ
ハビリテ
ーション
実施加算

当該加算の対象者は、ＨＤＳーＲの点数にか
かわらず取扱うことが可能か。

ＭＭＳＥ（Ｍｉｎｉ　Ｍental  State　
Examinastion）又はHDS-R（改訂長谷川
式簡易知能評価スケール）において概
ね５点から２５点に相当する者となりま
す。

老健

認知症短
期集中リ
ハビリテ
ーション
実施加算

当該加算にある認知症と判断する医師は、
医師であれば特にその他の要件は問われな
いのか。

精神科医師若しくは神経内科医師又は
認知症に対するリハビリテーションに関
する専門的な研修を修了した医師となり
ます。

老健
外泊時費
用

今回の減額により、入所者から実費徴収等
が可能になったもの等はあるか。

当該費用の改正に伴う入所者又はその
家族からの実費費用徴収の解釈はあり
ません。

老健
介護保健
施設サー
ビス費

介護保健施設サービス費（Ⅱ）（Ⅲ）を算定す
る場合の医療機関から入所した者の割合と
家庭から入所した者の割合に関する標準に
おいて、標準を満たすことができない場合の「
特段の事情」とは何が該当するのか。

「半径４ｋｍ以内に病床を有する医療機
関がないこと」、「病床数が１９以下」であ
ることをさします。

老福、老健
管理栄養
士の配置

管理栄養士配置加算が基本報酬に包括され
たことにより、人員基準及び加算算定上、管
理栄養士の常勤配置は不要となったというこ
とでよいか。

人員基準については従来とおりです。
加算については、栄養マネジメント加算
を算定する場合は従来とおり、常勤の管
理栄養士の配置が必要です。

老福、老健
、療養

若年性認
知症入所
者受入加
算

当該加算を算定する場合、入所者の担当と
なるための勤務状態・資格等の要件はある
か。

国から提示されている算定要件におい
ては、当該加算に係る担当者の資格要
件等は求められていません。



老福、老健
、療養

若年性認
知症入所
者受入加
算

個別の担当者が勤務した日のみ算定できる
ことになるのか。

個別に担当者を定め、その者を中心に、
当該利用者の特性やニーズに応じたサ
ービス提供を行うことであり、個別の担
当者の勤務日にとらわれるものではな
いと考えます。

老福、老健
、療養

口腔機能
管理加算

口腔ケアマネジメント計画の作成は、歯科医
師、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の
指導・助言に基づけばどの職種が対応しても
よいのか

指導・助言を受けた入所者の介護にあ
たる職員と考えます。

老福、老健
、療養

口腔機能
管理加算

口腔ケアマネジメント計画の見直し時期はど
う取扱うのか。

入所者の口腔ケア・マネジメントに係る
計画は、個々の入所者に対する計画で
はなく、施設として所定事項を記載の上
、作成するものであることから、施設とし
て所定事項の内容を見直す必要がある
場合に行われるものであると考えます。
なお、所定事項とは「当該施設において
入所者の口腔ケアを推進するための課
題」「当該施設における目標」「具体的方
策」「留意事項」「当該施設と歯科医療機
関との連携の状況」「歯科医師の指示内
容の要点（当該計画の作成にあたって
の技術的助言・指導を歯科衛生士が行
った場合に限る）」「その他必要と思われ
る事項」となります。

老福、老健
、療養

口腔機能
管理加算

当該加算の歯科医師や歯科医師の指示を受
けた歯科衛生士は、協力歯科の職員でも支
障ないか。

貴見のとおりです。ただし、口腔ケア・マ
ネジメントに係る計画における「当該施
設と歯科医療機関との連携状況」等で
明確にしておく必要があります。

老福、老健
、短生、短

療

夜勤職員
配置加算

夜勤職員配置加算について、夜勤を行う職
員数の考え方は。

夜勤を行う職員の数は、１日平均夜勤
職員数となります。１日平均夜勤職員数
とは、暦月ごとに夜勤時間帯（午後１０
時から翌日午前５時までの時間を含め
た連続する１６時間をいう。）における延
夜勤時間数を、当該月の日数に１６を乗
じて得た数で除することによって算定し
、小数点第３位以下は切り捨てます。


